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議案第71号 

 

いわき市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

等の改正について 

 

いわき市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を

改正する条例を次のように制定する。 

 

令和６年３月７日提出 

 

 

いわき市長 内 田 広 之
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いわき市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例 

 

（いわき市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第１条 いわき市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成24年いわき市条例第59号）の一部を次のように改正する。 

 

第27条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 軽費老人ホームは、前項の規定により協力医療機関を定めるに当たって

は、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければなら

ない。 

⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う

体制を、常時確保していること。 

３ 軽費老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病

状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、

市長に届け出なければならない。 

４ 軽費老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第２種協定指定医療

機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興

感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に

規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項におい

て同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 軽費老人ホームは、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合に

おいては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。 

６ 軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び

- 5 -



当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければ

ならない。 

第28条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において「重要事項」と

いう。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する」を削り、「同項」を「前

項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならない。 

第33条の３第１項中「、交付」を削る。 

 

（いわき市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第２条 いわき市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成24年いわき市条例第62号）の一部を次のように改正する。 

 

第24条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「入院治療

を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、

「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件

を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改め、同項に次のただ

し書を加える。 

ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えない。 

第24条第１項に次の各号を加える。 

⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う

体制を、常時確保していること。 

⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該養護老人ホームの医師又

は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認

められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

第24条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 
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２ 養護老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病

状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、

市長に届け出なければならない。 

３ 養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第２種協定指定医療

機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興

感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に

規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項におい

て同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 養護老人ホームは、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合に

おいては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。 

５ 養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び

当該養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければ

ならない。 

 

（いわき市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第３条 いわき市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成24年いわき市条例第63号）の一部を次のように改正する。 

 

目次中「第31条」を「第31条の３」に改める。 

第22条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及

び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 特別養護老人ホームは、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、１年

に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急

時等における対応方法の変更を行わなければならない。 

第23条第２項中「第31条の２」を「第31条の３」に改める。 

第27条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「入院治療
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を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、

「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件

を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改め、同項に次のただ

し書を加える。 

ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えない。 

第27条第１項に次の各号を加える。 

⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該特別養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を

行う体制を、常時確保していること。 

⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該特別養護老人ホームの医

師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要する

と認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保しているこ

と。 

第27条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 特別養護老人ホームは、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者

の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等

を、市長に届け出なければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第２種協定指定

医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、

新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８

項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項に

おいて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならな

い。 

４ 特別養護老人ホームは、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場

合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。 

５ 特別養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院し
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た後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、

再び当該特別養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努め

なければならない。 

第31条の２の次に次の１条を加える。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置） 

第31条の３ 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおける業務の

効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進

を図るため、当該特別養護老人ホームにおける入所者の安全並びに介護サー

ビスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に

開催しなければならない。 

第40条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等に係

る研修を受講するよう努めなければならない。 

第42条中「第31条の２」を「第31条の３」に改める。 

第48条中「、第31条及び第31条の２」を「及び第31条から第31条の３まで」

に、「次条から第31条の２まで」を「次条から第31条の３まで」に改める。 

第52条中「第31条、第31条の２」を「第31条から第31条の３まで」に、「次

条から第31条の２まで」を「次条から第31条の３まで」に改める。 

 

（いわき市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部改正） 

第４条 いわき市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例（平成24年いわき市条例第70号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第34条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において「重要事項」と

いう。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する」を削り、「同項」を「前
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項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しな

ければならない。 

第44条ただし書、第50条ただし書、第61条ただし書、第101条ただし書、第

133条ただし書及び第149条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第155条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則

で定める措置を講じなければならない。 

第166条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置） 

第166条の２ 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事

業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上

に資する取組の促進を図るため、当該指定短期入所生活介護事業所における

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

第174条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、規則で定める措置を講じなければならない。 

第179条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管

理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第184条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第191条第１項第１号中「第207条第１項第１号」を「第207条第１項」に改

め、同項第２号を削り、同項第３号中「（指定介護療養型医療施設であるもの

を除く。）」を削り、同号を同項第２号とし、同項第４号を同項第３号とし、

同項第５号中「第207条第１項第５号」を「第207条第４項」に改め、同号を同

項第４号とし、同条第２項中「前項第３号及び第４号」を「前項第２号及び第

３号」に改める。 
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第192条中「、診療所」を「又は診療所」に改め、「又は病院の老人性認知

症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の２第１項

の規定によりなおその効力を有するものとされた令第４条第２項に規定する病

床により構成される病棟をいう。）」を削る。 

第194条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則

で定める措置を講じなければならない。 

第204条中「及び第166条」を「、第166条及び第166条の２」に改める。 

第207条第１項中「ユニット型指定短期入所療養介護の」を「介護老人保健

施設であるユニット型指定短期入所療養介護の」に、「次の各号に掲げるユニ

ット型指定短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める設

備」を「法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユ

ニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）」に改め、同項各号を削

り、同条第２項中「同項」を「同項から基準条例第192条第４項まで」に、

「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第１項の次に次の

３項を加える。 

２ 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設

備に関する基準は、次のとおりとする。 

⑴ 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所

は、ユニット及び浴室を設けること。 

⑵ 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の

ユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、規則で定める基準を満

たすこと。 

３ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の

設備に関する基準は、次のとおりとする。 

⑴ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所

は、ユニット及び浴室を設けること。 

⑵ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所

のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、規則で定める基準を

満たすこと。 
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４ 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する

基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニッ

ト型介護医療院に関するものに限る。）を設けることとする。 

第209条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、規則で定める措置を講じなければならない。 

第214条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管

理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第219条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第228条の次に次の１条を加える。 

（口腔
くう

衛生の管理） 

第228条の２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔
くう

の健康の

保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔
くう

衛生の管理体

制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔
くう

衛生の管理を計画的に行わなけれ

ばならない。 

第234条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定により協力医療機関を

定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように

努めなければならない。 

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合

において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関と

の間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医

療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する

第２種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」とい
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う。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等

感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染

症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努め

なければならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協定指定医

療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興

感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場

合においては、再び当該指定特定施設に速やかに入居させることができるよ

うに努めなければならない。 

第237条中「及び第159条」を「、第159条及び第166条の２」に改める。 

第241条ただし書及び第251条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第256条第１項中「内容」の次に「、福祉用具貸与計画の実施状況の把握

（以下この条において「モニタリング」という。）を行う時期」を加え、同条

第６項を同条第８項とし、同条第５項中「福祉用具貸与計画の作成後、当該福

祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い」を「モニタリングの結果を踏まえ」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第４項の次に次の２項を加える。 

５ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを行う

ものとする。ただし、法第８条第12項に規定する厚生労働大臣が定める福祉

用具及び特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具（以下「対象福祉用

具」という。）に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与

計画に基づくサービス提供の開始時から６月以内に少なくとも１回モニタリ

ングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。 

６ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービ

スの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告

しなければならない。 

第261条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において「重要事項」

という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する」を削り、「同項」を

「前項」に改め、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を
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加える。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

第263条中「第32条の２第２項並びに第40条の２第１号及び第３号中「訪問

介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第22条」を「第22条」に改

める。 

第268条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第274条に次の１項を加える。 

５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供

に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画

に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。 

第276条中「福祉用具販売」と」の次に「、第257条中「利用料」とあるのは

「販売費用の額」と」を加える。 

 

第５条 いわき市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を次のように改正する。 

 

第66条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第81条第３項中「同項及び基準条例第80条第２項」を「同項から基準条例第

80条第３項まで」に、「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項と

し、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定訪問リハビリテーション事業所が法第72条第１項の規定により法第41

条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医

療院である場合については、いわき市介護老人保健施設の人員、施設及び設

備並びに運営に関する基準を定める条例（平成24年いわき市条例第73号。以

下「介護老人保健施設基準条例」という。）第４条又はいわき市介護医療院

の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成30年いわ

き市条例第52号。以下「介護医療院基準条例」という。）第４条に規定する

人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 
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第86条第５項中「第141条第６項」を「第141条第７項」に、「第141条第１

項から第４項まで」を「同条第１項から第５項まで」に改め、同項を同条第６

項とし、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーション

を受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計

画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計

画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなけれ

ばならない。 

第137条第３項中「同項及び基準条例第118条第２項」を「同項から基準条例

第118条第３項まで」に、「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項

とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定通所リハビリテーション事業所が法第72条第１項の規定により法第41

条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医

療院である場合については、介護老人保健施設基準条例第４条又は介護医療

院基準条例第４条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第141条第６項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を同条第７項とし、

同条第５項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項の次

に次の１項を加える。 

４ 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院し

た利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療

機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係る

リハビリテーションの情報を把握しなければならない。 

第191条第１項第１号中「いわき市介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例（平成24年いわき市条例第73号）」を

「介護老人保健施設基準条例」に改め、同項第４号中「いわき市介護医療院の

人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成30年いわき市

条例第52号）」を「介護医療院基準条例」に改める。 

 

（いわき市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
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等を定める条例の一部改正） 

第６条 いわき市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成24年いわき市条例第71号）の一部を次のように改正

する。 

 

第７条第５項中第11号を削り、第12号を第11号とし、同条第６項中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所」を「指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所」に、「施設」を「敷地」に改める。 

第８条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第35条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において「重要事項」と

いう。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する」を削り、「同項」を「前

項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。 

第48条第４項ただし書中「夜間対応型訪問介護事業所」を「指定夜間対応型

訪問介護事業所」に改め、同条第５項中第11号を削り、第12号を第11号とし、

同条第６項ただし書及び第７項中「夜間対応型訪問介護事業所」を「指定夜間

対応型訪問介護事業所」に改める。 

第49条ただし書中「同一敷地内の」を削る。 

第60条の４ただし書、第60条の24第１項ただし書及び第63条第１項ただし書

中「同一敷地内にある」を削る。 

第66条第２項中「介護保険施設若しくは」の次に「健康保険法等の一部を改

正する法律（平成18年法律第83号）第26条の規定による改正前の法第48条第１

項第３号に規定する」を加える。 

第67条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第72条第１項中「及び次条」を削る。 

第83条第６項の表指定小規模多機能型居宅介護事業所に、指定認知症対応型

共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉

施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設

（医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を
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有する診療所であるものに限る。）又は介護医療院（以下この条、次条第１項

及び第107条において「指定認知症対応型共同生活介護事業所等」という。）

のいずれかが併設されている場合の項中「、指定介護療養型医療施設（医療法

（昭和23年法律第205号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診

療所であるものに限る。）」及び「、次条第１項」を削る。 

第84条第１項ただし書中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設す

る指定認知症対応型共同生活介護事業所等の職務、同一敷地内の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又

は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っているとき

は、これらの事業に係る職務を含む。）若しくは介護予防・日常生活支援総合

事業（第１号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業所、施設等の職務」

に改め、同条第３項中「第113条」の次に「、第194条第３項」を加える。 

第93条を次のように改める。 

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） 

第93条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次のとおりとする。 

⑴ 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継

続することができるよう、地域住民との交流及び地域活動への参加を図り

つつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせること

により、妥当適切に行うこと。 

⑵ 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用

者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることがで

きるよう配慮して行うこと。 

⑶ 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、小規模多機能型居宅

介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練

及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。 

⑷ 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行うこと。 
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⑸ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の

提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならないこと。 

⑹ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合

には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由を記録しなければならないこと。 

⑺ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、規則で定める措置を講じなければならないこと。 

⑻ 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比

べて著しく少ない状態が続くものであってはならないこと。 

⑼ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用し

ていない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡によ

る見守り等を行うこと等登録者の居宅における生活を支えるために適切な

サービスを提供しなければならないこと。 

第107条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置） 

第107条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の

生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

第112条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指

定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所」を削る。 

第118条第５項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改める。 

第122条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等に

- 18 -



より」を削る。 

第126条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５

項を加える。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定により協力医療機関

を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよう

に努めなければならない。 

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力

医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定す

る第２種協定指定医療機関（以下「第２種協定指定医療機関」という。）と

の間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、

同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をい

う。以下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならな

い。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協定指定

医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった

場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに

入居させることができるように努めなければならない。 

第129条中「及び第105条」を「、第105条及び第107条の２」に改める。 

第132条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第148条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 
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２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定により協力

医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定

めるように努めなければならない。 

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めが

あった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第２種協定指定医療機

関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければ

ならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第２種

協定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居

させることができるように努めなければならない。 

第150条中「及び第100条」を「、第100条及び第107条の２」に改める。 

第167条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師

及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力

を得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要

に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。 

第168条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第174条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「入院治

療を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」

に、「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の
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要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改め、同項に次の

ただし書を加える。 

ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えない。 

第174条第１項に次の各号を加える。 

⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合に

おいて診療を行う体制を、常時確保していること。 

⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、

入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確

保していること。 

第174条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との

間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第２種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第２種協定指定医療

機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療

機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させ

ることができるように努めなければならない。 

第179条中「及び第60条の17第１項から第４項まで」を「、第60条の17第１

項から第４項まで及び第107条の２」に改める。 

第189条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設
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の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第191条中「第60条の17第１項から第４項まで」の次に「、第107条の２」を

加える。 

第193条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

第194条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設等」

を削る。 

第199条を次のように改める。 

（指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） 

第199条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次のとおりとする。 

⑴ 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活

を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サー

ビスを柔軟に組み合わせることにより、当該利用者の居宅において、又は

サービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及

び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を妥当適切に行うこ

と。 

⑵ 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、

利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ること

ができるよう配慮して行うこと。 

⑶ 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、看護小規模多機

能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の

機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う

こと。 

⑷ 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、指定看護小規模多機能型居宅介

護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等について、理

解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うこと。 

⑸ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居

宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体
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を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな

らないこと。 

⑹ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う

場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならないこと。 

⑺ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、規則で定める措置を講じなければならないこと。 

⑻ 指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員

に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならないこと。 

⑼ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利

用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡

による見守り等を行うこと等登録者の居宅における生活を支えるために適

切なサービスを提供しなければならないこと。 

⑽ 看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携により、

及び看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維

持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならないこと。 

⑾ 看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技

術をもって、サービスの提供を行わなければならないこと。 

⑿ 特殊な看護等については、これを行ってはならないこと。 

第204条中「及び第107条」を「、第107条及び第107条の２」に改める。 

 

（いわき市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部改正） 

第７条 いわき市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例（平成24年いわき市条例第72号）の一部を次のように改正する。 

 

第25条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及

び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、１

年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊
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急時等における対応方法の変更を行わなければならない。 

第26条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第34条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「入院治療

を必要とする入所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、

「協力病院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件

を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改め、同項に次のただ

し書を加える。 

ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えない。 

第34条第１項に次の各号を加える。 

⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療

を行う体制を、常時確保していること。 

⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の

医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要す

ると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している

こと。 

第34条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 指定介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所

者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称

等を、市長に届け出なければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第２種協定指

定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条

第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次

項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなら

ない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である
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場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生

時等の対応について協議を行わなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院

した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合において

は、再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるよう

に努めなければならない。 

第35条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め、「重要事項」の次

に「（以下この条において「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中

「前項に規定する」を削り、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加

える。 

３ 指定介護老人福祉施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載し

なければならない。 

第41条の２の次に次の１条を加える。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置） 

第41条の３ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設における業

務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の

促進を図るため、当該指定介護老人福祉施設における入所者の安全並びに介

護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委

員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期

的に開催しなければならない。 

第53条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に

係る研修を受講するよう努めなければならない。 

 

（いわき市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第８条 いわき市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基

準を定める条例（平成24年いわき市条例第73号）の一部を次のように改正す

る。 
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第19条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改める。 

第26条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第34条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「協力病

院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす

協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改め、同項に次のただし書を加

える。 

ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えない。 

第34条第１項に次の各号を加える。 

⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行

う体制を、常時確保していること。 

⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師

又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると

認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保しているこ

と。 

第34条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 介護老人保健施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の

病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等

を、市長に届け出なければならない。 

３ 介護老人保健施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第２種協定指定医

療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新

興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項

に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項にお

いて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合

においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等
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の対応について協議を行わなければならない。 

５ 介護老人保健施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した

後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再

び当該介護老人保健施設に速やかに入所させることができるように努めなけ

ればならない。 

第35条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め、「重要事項」の次

に「（以下この条において「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中

「前項に規定する」を削り、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加

える。 

３ 介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。 

第40条の２の次に次の１条を加える。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置） 

第40条の３ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設における業務の効率

化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図

るため、当該介護老人保健施設における入所者の安全並びに介護サービスの

質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しな

ければならない。 

第52条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る

研修を受講するよう努めなければならない。 

 

（いわき市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の一部改正） 

第９条 いわき市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例（平成24年いわき市条例第74号）の一部を次のように改正す
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る。 

 

第50条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第55条の４第１項中「認められる重要事項」の次に「（以下この条において

「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する」を削り、

「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。 

第61条ただし書及び第131条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第137条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、規則で定める措置を講じなければならない。 

第140条第２項中「第５条」を「第５条第１項」に改め、「担当職員」の次

に「及び同条第２項に規定する介護支援専門員」を加える。 

第141条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置） 

第141条の２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短

期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その

他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防短期入

所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び

職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければならな

い。 

第158条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型

施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第168条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第175条第１項第２号を削り、同項第３号中「（指定介護療養型医療施設で

あるものを除く。）」を削り、同号を同項第２号とし、同項第４号を同項第３
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号とし、同項第５号中「第192条第１項第５号」を「第192条第４項」に改め、

同号を同項第４号とし、同条第２項中「前項第３号及び第４号」を「前項第２

号及び第３号」に、「前項に」を「同項に」に改める。 

第176条中「、診療所」を「又は診療所」に改め、「又は病院の老人性認知

症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の２第１項

の規定によりなおその効力を有するものとされた令第４条第２項に規定する病

床により構成される病棟をいう。）」を削る。 

第178条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、規則で定める措置を講じなければならない。 

第182条中「及び第141条」を「、第141条及び第141条の２」に改める。 

第192条第１項中「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の」を「介護

老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の」に、「次の

各号に掲げるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の種類の区分に

応じ、当該各号に定める設備」を「法に規定する介護老人保健施設として必要

とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限

る。）」に改め、同項各号を削り、同条第２項中「、基準条例第207条第１

項」を「、基準条例第207条第１項から第４項まで」に、「前項」を「前各

項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第１項の次に次の３項を加える。 

２ 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

⑴ 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護

事業所は、ユニット及び浴室を設けること。 

⑵ 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護

事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、規則で定める

基準を満たすこと。 

３ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護

事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

⑴ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業所は、ユニット及び浴室を設けること。 
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⑵ 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、規則で定め

る基準を満たすこと。 

４ 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備

に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備

（ユニット型介護医療院に関するものに限る。）を設けることとする。 

第195条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型

施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第205条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第211条の次に次の１条を加える。 

（口腔
くう

衛生の管理） 

第211条の２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔
くう

の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔
くう

衛生

の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔
くう

衛生の管理を計画的に行

わなければならない。 

第215条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定により協力医

療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定め

るように努めなければならない。 

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあ

った場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関と

の間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医

療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に

規定する第２種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機
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関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフル

エンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定す

る新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

うに努めなければならない。 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協

定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関そ

の他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能と

なった場合においては、再び当該指定介護予防特定施設に速やかに入居させ

ることができるように努めなければならない。 

第218条中「第55条の４第１項から第55条の８まで、第55条の９第１項」を

「第55条の４から第55条の８まで」に、「及び第140条の２」を「、第140条の

２及び第141条の２」に改める。 

第229条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第235条中「、第55条の９第１項」を削り、「第210条から第212条まで」を

「第210条から第211条まで、第212条」に改める。 

第240条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第247条第１項中「認められる重要事項」の次に「（以下この条において

「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する」を削り、

「同項」を「前項」に改め、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に

次の１項を加える。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。 

第252条第１項中「期間」の次に「、介護予防福祉用具貸与計画の実施状況

の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行う時期」を加

え、同条第５項中「当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下こ

の条において「モニタリング」という。）」を「モニタリング」に改め、同項

に次のただし書を加える。 

ただし、法第８条の２第10項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及

- 31 -



び特定介護予防福祉用具のいずれにも該当する福祉用具（以下「対象福祉用

具」という。）に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護

予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から６月以内に少なく

とも１回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものと

する。 

第257条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第266条に次の１項を加える。 

５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販

売の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定

介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとす

る。 

 

第10条 いわき市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を次のように改正する。 

 

第66条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第80条第３項中「同項及び基準条例第81条第２項」を「同項から基準条例第

81条第３項まで」に、「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項と

し、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第151条の11の規定にお

いて準用する法第72条第１項の規定により法第53条第１項本文の指定があっ

たものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合について

は、いわき市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基

準を定める条例（平成24年いわき市条例第73号。第118条第３項及び第175条

第１項第１号において「介護老人保健施設基準条例」という。）第４条又は

いわき市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める

条例（平成30年いわき市条例第52号。第118条第３項及び第175条第１項第４

号において「介護医療院基準条例」という。）第４条に規定する人員に関す

る基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみ
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なすことができる。 

第118条第３項中「同項及び基準条例第137条第２項」を「同項から基準条例

第137条第３項まで」に、「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項

とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第115条の11の規定にお

いて準用する法第72条第１項の規定により法第53条第１項本文の指定があっ

たものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合について

は、介護老人保健施設基準条例第４条又は介護医療院基準条例第４条に規定

する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

第175条第１項第１号中「いわき市介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例（平成24年いわき市条例第73号）」を

「介護老人保健施設基準条例」に改め、同項第４号中「いわき市介護医療院の

人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成30年いわき市

条例第52号）」を「介護医療院基準条例」に改める。 

 

（いわき市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第11条 いわき市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例（平成24年いわき市条例第75号）の一部を

次のように改正する。 

 

第７条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第10条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する

法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第１項第３

号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第 45条第６項において同

じ。）」を「健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）第26
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条の規定による改正前の法第48条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療

施設」に改める。 

第11条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第33条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において「重要事項」と

いう。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する」を削り、「同項」を「前

項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウ

ェブサイトに掲載しなければならない。 

第45条第６項の表指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に、指定認知

症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護

老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医

療施設（医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２項第４号に規定する療養

病床を有する診療所であるものに限る。）又は介護医療院（以下この条、次条

第１項及び第64条において「指定認知症対応型共同生活介護事業所等」とい

う。）のいずれかが併設されている場合の項中「、指定介護療養型医療施設

（医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を

有する診療所であるものに限る。）」及び「、次条第１項」を削り、同表指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に、指定居宅サービスの

事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域

密着型サービス基準条例第７条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所をいう。次条第１項において同じ。）、指定地域密着型通所

介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第60条の３第１項に規定する指

定地域密着型通所介護事業所をいう。）若しくは指定認知症対応型通所介護事

業所（指定地域密着型サービス基準条例第72条第１項に規定する指定認知症対

応型通所介護事業所をいう。）（以下この条及び第64条において「指定居宅サ

ービスの事業を行う事業所等」という。）又は指定認知症対応型共同生活介護

事業所等のいずれかがある場合の項中「次条第１項において同じ。」を削る。 

第46条第１項ただし書中「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

に併設する指定認知症対応型共同生活介護事業所等の職務、同一敷地内の指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務（当該指定定期巡回・随時対
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応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

（指定地域密着型サービス基準条例第７条第１項に規定する指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者をいう。）が、指定夜間対応型訪問介護事業者

（指定地域密着型サービス基準条例第48条第１項に規定する指定夜間対応型訪

問介護事業者をいう。）、指定訪問介護事業者（いわき市指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年いわき市

条例第70号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。）第６条第１項に

規定する指定訪問介護事業者をいう。）又は指定訪問看護事業者（指定居宅サ

ービス等基準条例第65条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。）の指

定を併せて受け、一体的な運営を行っているときは、これらの事業に係る職務

を含む。）若しくは介護予防・日常生活支援総合事業（第１号介護予防支援事

業を除く。）」を「他の事業所、施設等の職務」に改める。 

第54条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、規則で定める措置を講じなければならない。 

第64条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置） 

第64条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質

の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービ

スの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催

しなければならない。 

第73条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定

小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。 

第80条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等によ

り」を削る。 

第84条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項
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を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定により協力

医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定

めるように努めなければならない。 

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めが

あった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第17項

に規定する第２種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機

関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフル

エンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定す

る新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよ

うに努めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種

協定指定医療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。 

第87条中「及び第62条」を「、第62条及び第64条の２」に改める。 

 

（いわき市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例の一部改正） 

第12条 いわき市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定
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める条例（平成26年いわき市条例第45号）の一部を次のように改正する。 

 

第６条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

第７条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加

え、「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通

所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けら

れた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事

業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの

回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業

者によって提供されたものが占める割合」を削り、同条中第６項を第７項と

し、第３項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加え

る。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業

所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介

護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護

等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割

合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サ

ービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが

占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 

第25条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において「重要事項」と

いう。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する」を削り、「同項」を「前

項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

 

（いわき市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の
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一部改正） 

第13条 いわき市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例（平成26年いわき市条例第46号）の一部を次のように改正する。 

 

第５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」

という。）」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係

る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の

介護支援専門員を置かなければならない。 

第６条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以

下「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、「（以下「管理者」とい

う。）」を削り、同条第２項中「管理者」を「地域包括支援センターの設置者

である指定介護予防支援事業者が前項の規定により置く管理者」に改め、同条

に次の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定に

より置く管理者は、介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140

条の66第１号イ⑶に規定する主任介護支援専門員（以下この項において「主

任介護支援専門員」という。）でなければならない。ただし、主任介護支援

専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合について

は、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を同項に規定する管理

者とすることができる。 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただ

し、次に掲げる場合は、この限りでない。 

⑴ 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務

に従事する場合 

⑵ 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防

支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

第７条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加
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え、同条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定

介護予防支援事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章において同

じ。）」を加える。 

第13条中「次条において」を「以下」に改め、同条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、利用料のほ

か、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して

指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から

受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定す

る費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の

同意を得なければならない。 

第15条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者」に改める。 

第24条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において「重要事項」と

いう。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する」を削り、「同項」を「前

項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

第35条中「第13条」を「第13条第１項」に改める。 

 

（いわき市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第14条 いわき市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定

める条例（平成30年いわき市条例第52号）の一部を次のように改正する。 

 

第19条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改める。 

第26条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第34条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項中「協力病

院」を「次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす
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協力医療機関にあっては、病院に限る。）」に改め、同項に次のただし書を加

える。 

ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えない。 

第34条第１項に次の各号を加える。 

⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該介護医療院からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制

を、常時確保していること。 

⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護医療院の医師又は協

力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認めら

れた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

第34条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 介護医療院は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が

急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長

に届け出なければならない。 

３ 介護医療院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第２種協定指定医療機関

（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染

症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定

する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同

じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 介護医療院は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合におい

ては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応

について協議を行わなければならない。 

５ 介護医療院は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、

当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該

介護医療院に速やかに入所させることができるように努めなければならな

い。 

第35条第１項中「協力病院」を「協力医療機関」に改め、「重要事項」の次
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に「（以下この条において「重要事項」という。）」を加え、同条第２項中

「前項に規定する」を削り、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加

える。 

３ 介護医療院は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければな

らない。 

第40条の２の次に次の１条を加える。 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会の設置） 

第40条の３ 介護医療院は、当該介護医療院における業務の効率化、介護サー

ビスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該

介護医療院における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

第52条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型介護医療院の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を

受講するよう努めなければならない。 

 

（いわき市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

を改正する条例の一部改正） 

第15条 いわき市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例（令和３年いわき市条例第24号）の一部を次のように改正

する。 

 

附則第２項から第４項までを次のように改める。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和９年３月31日ま

での間、第４条の規定による改正後のいわき市指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定居宅サービ

ス等基準条例」という。）第３条第３項（新指定居宅サービス等基準条例第

91条第１項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限

る。）及び第40条の２（新指定居宅サービス等基準条例第98条において準用
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する場合に限る。）並びに第８条の規定による改正後のいわき市指定介護予

防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下

「新指定介護予防サービス等基準条例」という。）第３条第３項（新指定介

護予防サービス等基準条例第89条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管

理指導事業者に適用される場合に限る。）及び第55条の10の２（新指定介護

予防サービス等基準条例第94条において準用する場合に限る。）の規定の適

用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう

努めなければ」とする。 

３ 施行日から令和９年３月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第

96条及び新指定介護予防サービス等基準条例第92条の規定の適用について

は、これらの規定中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する

事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事

項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除

く。）」とする。 

４ 施行日から令和９年３月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第

32条の２（新指定居宅サービス等基準条例第98条において準用する場合に限

る。）及び新指定介護予防サービス等基準条例第55条の２の２（新指定介護

予防サービス等基準条例第94条において準用する場合に限る。）の規定の適

用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努

めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなけれ

ば」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とす

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第５条及び第10条の

規定は、同年６月１日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月31日まで
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の間、第１条の規定による改正後のいわき市軽費老人ホームの設備及び運営に

関する基準を定める条例（以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。）第28

条第３項（新軽費老人ホーム基準条例附則第18項において準用する場合を含

む。）、第４条の規定による改正後のいわき市指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定居宅サービス等

基準条例」という。）第34条第３項（新指定居宅サービス等基準条例第42条の

３、第47条、第59条、第63条、第79条、第89条、第98条、第113条、第115条、

第135条、第146条、第168条（新指定居宅サービス等基準条例第181条において

準用する場合を含む。）、第181条の３、第188条、第204条（新指定居宅サー

ビス等基準条例第216条において準用する場合を含む。）、第237条及び第248

条において準用する場合を含む。）及び第261条第３項（新指定居宅サービス

等基準条例第265条及び第276条において準用する場合を含む。）、第６条の規

定による改正後のいわき市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例（以下「新指定地域密着型サービス基準条例」

という。）第35条第３項（新指定地域密着型サービス基準条例第60条、第60条

の20、第60条の20の３、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、

第179条、第191条及び第204条において準用する場合を含む。）、第７条の規

定による改正後のいわき市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例（以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。）

第35条第３項（新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合

を含む。）、第８条の規定による改正後のいわき市介護老人保健施設の人員、

施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新介護老人保健施

設基準条例」という。）第35条第３項（新介護老人保健施設基準条例第54条に

おいて準用する場合を含む。）、第９条の規定による改正後のいわき市指定介

護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下

「新指定介護予防サービス等基準条例」という。）第55条の４第３項（新指定

介護予防サービス等基準条例第63条、第75条、第85条、第94条、第124条、第

143条（新指定介護予防サービス等基準条例第160条において準用する場合を含

む。）、第165条の３、第172条、第182条（新指定介護予防サービス等基準条
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例第197条において準用する場合を含む。）、第218条及び第235条において準

用する場合を含む。）及び第247条第３項（新指定介護予防サービス等基準条

例第254条及び第263条において準用する場合を含む。）、第11条の規定による

改正後のいわき市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例（以下「新指定地域密着型介護予防サー

ビス基準条例」という。）第33条第３項（新指定地域密着型介護予防サービス

基準条例第66条及び第87条において準用する場合を含む。）、第12条の規定に

よる改正後のいわき市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例（以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。）第25条第

３項（新指定居宅介護支援等基準条例第 33条において準用する場合を含

む。）、第13条の規定による改正後のいわき市指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例（以下「新指定介護予防支援等基準条例」と

いう。）第24条第３項（新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用す

る場合を含む。）並びに第14条の規定による改正後のいわき市介護医療院の人

員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新介護医療院

基準条例」という。）第35条第３項（新介護医療院基準条例第54条において準

用する場合を含む。）の規定は、適用しない。 

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ 施行日から令和７年３月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第

155条第６項（新指定居宅サービス等基準条例第181条の３及び第188条におい

て準用する場合を含む。）、第174条第８項、第194条第６項及び第209条第８

項、新指定地域密着型サービス基準条例第93条第７号及び第199条第７号、新

指定介護予防サービス等基準条例第137条第３項（新指定介護予防サービス等

基準条例第160条、第165条の３及び第172条において準用する場合を含む。）

及び第178条第３項（新指定介護予防サービス等基準条例第197条において準用

する場合を含む。）並びに新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第54条

第３項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるの

は、「講じるよう努めなければ」とする。 
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（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和９年３月31日までの間、第３条の規定による改正後のいわき

市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新特

別養護老人ホーム基準条例」という。）第31条の３（新特別養護老人ホーム基

準条例第42条、第48条及び第52条において準用する場合を含む。）、新指定居

宅サービス等基準条例第166条の２（新指定居宅サービス等基準条例第181条、

第181条の３、第188条、第204条（新指定居宅サービス等基準条例第216条にお

いて準用する場合を含む。）及び第237条において準用する場合を含む。）、

新指定地域密着型サービス基準条例第107条の２（新指定地域密着型サービス

基準条例第129条、第150条、第179条、第191条及び第204条において準用する

場合を含む。）、新指定介護老人福祉施設基準条例第41条の３（新指定介護老

人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。）、新介護老人保健

施設基準条例第40条の３（新介護老人保健施設基準条例第54条において準用す

る場合を含む。）、新指定介護予防サービス等基準条例第141条の２（新指定

介護予防サービス等基準条例第160条、第165条の３、第172条、第182条（新指

定介護予防サービス等基準条例第197条において準用する場合を含む。）及び

第218条において準用する場合を含む。）、新指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第64条の２（新指定地域密着型介護予防サービス基準条例第87条に

おいて準用する場合を含む。）並びに新介護医療院基準条例第40条の３（新介

護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」

とする。 

（口腔
くう

衛生の管理に係る経過措置） 

５ 施行日から令和９年３月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第

228条の２及び新指定介護予防サービス等基準条例第211条の２の規定の適用に

ついては、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなけ

れば」とする。 

（協力医療機関との連携に関する経過措置） 

６ 施行日から令和９年３月31日までの間、第２条の規定による改正後のいわき
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市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第24条第１項、新

特別養護老人ホーム基準条例第27条第１項（新特別養護老人ホーム基準条例第

42条、第48条及び第52条において準用する場合を含む。）、新指定地域密着型

サービス基準条例第174条第１項（新指定地域密着型サービス基準条例第191条

において準用する場合を含む。）、新指定介護老人福祉施設基準条例第34条第

１項（新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含

む。）、新介護老人保健施設基準条例第34条第１項（新介護老人保健施設基準

条例第54条において準用する場合を含む。）及び新介護医療院基準条例第34条

第１項（新介護医療院基準条例第54条において準用する場合を含む。）の規定

の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定

めておくよう努めなければ」とする。 

- 46 -



 

議案第72号 

 

いわき市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例等の改正について 

 

いわき市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和６年３月７日提出 

 

 

いわき市長 内 田 広 之
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いわき市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関 

する基準等を定める条例等の一部を改正する条例 

 

 （いわき市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例） 

第１条 いわき市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成24年いわき市条例第64号）の一部を次のように改正

する。 

 

目次中「第149条の４」を「第149条の５」に改める。 

  第２条第２項第５号中「、指定通所支援等基準条例第67条に規定する指定医

療型児童発達支援の事業」を削る。 

  第７条ただし書中「同一敷地内にある他の」を「当該指定居宅介護事業所以

外の」に改める。 

  第27条第２項中「当該居宅介護計画を」の次に「利用者及びその同居の家族

並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援又は指定障害

児相談支援（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の26第２項に規定す

る指定障害児相談支援をいう。）を行う者（以下これらを総称して「指定特定

相談支援事業者等」という。）に」を加え、同条第３項中「居宅介護計画作成

後」を「第１項の居宅介護計画の作成後」に改める。 

 第31条に次の１項を加える。 

４ サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱えるとき

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

 第46条ただし書中「同一敷地内にある他の」を「当該基準該当居宅介護事業

所以外の」に改める。 

 第49条中「次条第１項」と、」を「次条第２項」と、」に改める。 

 第53条第３項中「（昭和22年法律第164号）」を削る。 

 第59条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項
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を加える。 

２ 指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

第60条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意

思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同条第10項中「第７項」を「第８項」

に、「第８項」を「第９項」に改め、同項を同条第11項とし、同条中第９項を

第10項とし、第８項を第９項とし、同条第７項中「利用者」の次に「及び指定

特定相談支援事業者等」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４

項」を「第５項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「会議（」の

次に「利用者及び当該」を、「開催し」の次に「、当該利用者の生活に対する

意向等を改めて確認するとともに」を加え、同項を同条第６項とし、同条中第

４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を

決定することに困難を抱えるときは、適切に意思決定の支援を行うため、当

該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければな

らない。 

 第61条に次の１項を加える。 

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱えるとき

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

第80条第１項第２号中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚

士」に改める。 

第87条の２第１項中「第168条第２項に規定する障害者就業・生活支援セン

ターをいう。」を「障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123

号）第27条第２項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同

じ。」に改める。 

第95条中「第61条」を「第61条第１項」に改める。 

 第95条の４第１号及び第２号中「第149条の３」を「第149条の４」に改め

る。 
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 第106条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１

項を加える。 

２ 指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

 第120条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１

項を加える。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければな

らない。 

第121条第２項中「当該重度障害者等包括支援計画を」の次に「利用者及び

その同居の家族並びに指定特定相談支援事業者等に」を加える。 

第123条中「第30条」の次に「、第31条第４項」を加える。 

第143条第１項第１号中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚

士」に改める。 

第149条中「同条第８項」を「同条第９項」に、「第61条」を「第61条第１

項」に改める。 

第149条の４中「前２条」を「前３条」に改め、第８章第５節中同条を第149

条の５とし、第149条の３を第149条の４とし、第149条の２の次に次の１条を

加える。 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテーション事

業者の基準） 

第149条の３ 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテ

ーション事業者（指定居宅サービス等基準条例第137条第１項に規定する指

定通所リハビリテーション事業者をいう。）が当該事業に関して満たすべき

基準は、次のとおりとする。 

⑴ 指定通所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基準条例第

137条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下

同じ。）の専用の部屋等の面積（当該指定通所リハビリテーション事業所

が介護老人保健施設（介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第28項

に規定する介護老人保健施設をいう。）又は介護医療院（同条第29項に規
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定する介護医療院をいう。）である場合にあっては、当該専用の部屋等の

面積に利用者用に確保されている食堂（リハビリテーションに供用される

ものに限る。）の面積を加えるものとする。）を、指定通所リハビリテー

ション（指定居宅サービス等基準条例第136条に規定する指定通所リハビ

リテーションをいう。以下同じ。）の利用者の数と共生型自立訓練（機能

訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面積が３平方メートル以上であ

ること。 

⑵ 指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所リ

ハビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利用者

の数を指定通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓練（機

能訓練）の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所リ

ハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。 

⑶ 共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供す

るため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技

術的支援を受けていること。 

 第150条中「基準該当障害福祉サービス（」の次に「第150条の３に規定する

病院等基準該当自立訓練（機能訓練）及び」を加える。 

 第150条の２の次に次の１条を加える。 

 （病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス（自立訓練）に関する

基準） 

第150条の３ 地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと等

により自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して病院又は

診療所（以下「病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業者」という。）が

行う自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービスに関して病院等

基準該当自立訓練（機能訓練）事業者が満たすべき基準は、規則で定める。 

第159条中「同条第８項」を「同条第９項」に、「第61条」を「第61条第１

項」に改める。 

第168条第２項中「（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第

123号）第27条第２項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下

同じ。）」を削る。 
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第171条中「福島県」を「市」に改める。 

第172条中「同条第８項」を「同条第９項」に、「第61条」を「第61条第１

項」に改める。 

第185条中「第61条」を「第61条第１項」に改める。 

第189条第４項中「福島県」を「市」に改める。 

第190条中「第147条」の次に「、第180条第６項」を加え、「第61条」を

「第61条第１項」に、「第181条第１項」を「第180条第６項中「賃金及び第３

項に規定する工賃」とあるのは「第189条第１項の工賃」と、第181条第１項」

に改める。 

第194条中「第147条」の次に「、第180条第６項」を加え、「第61条」を

「第61条第１項」に改め、「第181条第１項」を「第180条第６項中「賃金及び

第３項に規定する工賃」とあるのは「第193条第１項の工賃」と、第181条第１

項」に改める。 

第194条の６に次の１項を加える。 

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱えるとき

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

第194条の７中「過去３年間において平均１人以上、通常の事業所に新たに

障害者を雇用させている」を削り、「又は」を「若しくは」に改め、「指定障

害福祉サービス事業者」の次に「であって、過去３年以内に当該事業者の事業

所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就

業・生活支援センター」を加える。 

第194条の17を次のように改める。 

 第194条の17 削除 

第194条の18の見出し中「訪問」を「訪問等」に改め、同条中「おおむね週

に１回以上、」を「定期的に」に改め、「により」の次に「、又はテレビ電話

装置等を活用して」を加える。 

第194条の20中「次条第１項」と、」の次に「第59条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第194条の20において準用する次条第１項」と、「療養介護
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計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、」を加え、「同条第８項」を「同

条第９項」に改める。 

第195条中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、「効果的に」の次に

「行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望す

る入居者につき当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談、住居の

確保に係る援助その他居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定

着に必要な援助を適切かつ効果的に」を加える。 

第198条の２第３項中「必要な援助」の次に「を行い、又はこれに併せて居

宅における自立した日常生活への移行後の定着に必要な援助」を加える。 

第198条の５中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項を第３項

とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定共同生活援助事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

  第198条の６に次の１項を加える。 

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱えるとき

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

 第198条の６の次に次の１条を加える。 

（地域との連携等） 

第198条の７ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっ

ては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流を図らなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用

者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者

並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。以下この条及び第201条の10において

「地域連携推進会議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域

連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な

要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 
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３ 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね１

年に１回以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を

見学する機会を設けなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、第２項の報告、要望、助言等についての記録

を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

５ 前３項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援

助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに

準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。 

第200条の４に次の２項を加える。 

３ 指定共同生活援助事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第２種協定

指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条

第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次

項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなら

ない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関であ

るときは、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。 

 第201条中「、第76条」を削る。 

第201条の２中「入浴、排せつ、食事」を「相談、入浴、排せつ若しくは食

事」に改め、「日常生活上の援助」の次に「又はこれに併せて行われる居宅に

おける自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助」を加える。 

第201条の３中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、「日常生活上の援

助」の次に「又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移

行及び移行後の定着に必要な援助」を加える。 

第201条の10の見出しを「（地域との連携等）」に改め、同条第２項中「規

定による」を「協議会等における」に改め、同項を同条第７項とし、同条第１

項中「、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては」を削り、

「実施状況等」を「実施状況及び第２項の報告、要望、助言等の内容又は前項
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の評価の結果等」に改め、同項を同条第６項とし、同条に第１項から第５項ま

でとして次の５項を加える。 

 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定

共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連

携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定

共同生活援助の提供に当たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね１

年に１回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告す

るとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催

のほか、おおむね１年に１回以上、当該地域連携推進会議の構成員が日中サ

ービス支援型指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならな

い。 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第２項の報告、要望、助

言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならな

い。 

５ 前３項の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者がその提供

する日中サービス支援型指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及

び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるもの

（次項に規定するものを除く。）を講じている場合には、適用しない。 

 第201条の11中「、第76条」を削る。 

第201条の12中「相談その他の日常生活上の援助」の次に「又はこれに併せ

て行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な

援助」を加える。 

第201条の13中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、「日常生活上の援

助」の次に「又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移

行及び移行後の定着に必要な援助」を加える。 

第201条の22中「、第76条」を削る。 

第202条第１項中「、指定医療型児童発達支援事業所（指定通所支援等基準

条例第68条第１項に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。次項にお
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いて同じ。）」を削り、同条第２項中「、指定医療型児童発達支援事業所」を

削る。 

第207条第１項第３号中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚

士」に改める。 

第208条ただし書中「従事させ」の次に「、又は当該特定基準該当障害福祉

サービス事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させ」を加える。 

第210条第１項中「同条第８項」を「同条第９項」に、「第61条」を「第61

条第１項」に改める。 

第210条の２第１項中「第149条の４」を「第149条の５」に改める。 

附則第２項及び第３項中「令和６年３月31日」を「令和９年３月31日」に改

める。 

 

第２条 いわき市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を次のように改正する。 

 

目次中「第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第160条―第161 

     「 第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第160条―第1 

第９章の２ 就労選択支援 

       第１節 基本方針（第161条の２） 

       第２節 人員に関する基準（第161条の３・第161条の４） 

       第３節 設備に関する基準（第161条の５） 

条）」を  第４節 運営に関する基準（第161条の６―第161条の９） 

61条） 

 

 

 

 

」に改める。 

  第３条第１項中「及び第８章から第15章まで」を「、第８章、第９章及び第

10章から第15章まで」に改める。 
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  第９章の次に次の１章を加える。 

    第９章の２ 就労選択支援 

     第１節 基本方針 

 第161条の２ 就労選択支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労選

択支援」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、施行規則第６条の７の２に規定する者につき、短期間

の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及

び能力の評価並びに施行規則第６条の７の３に規定する事項の整理を行い、

又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、施行規則第６条

の７の４に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならな

い。 

     第２節 人員に関する基準 

（従業者の配置の基準） 

第161条の３ 指定就労選択支援の事業を行う者（以下「指定就労選択支援事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労選択支援事業

所」という。）に置くべき就労選択支援員（指定就労選択支援の提供に当た

る者として市長が定めるものをいう。以下同じ。）の員数、その算定方法等

の基準は、規則で定める。 

（準用） 

 第161条の４ 第52条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（準用） 

 第161条の５ 第83条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用する。 

     第４節 運営に関する基準 

（実施主体） 

 第161条の６ 指定就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に

係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に当該事業者の事

業所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこ

れらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると市長が認め

る事業者でなければならない。 

- 58 -



（評価及び整備の実施） 

第161条の７ 指定就労選択支援事業者は、短期間の生産活動その他の活動の

機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに施行規則第６

条の７の３に規定する事項の整理（以下この節において「アセスメント」と

いう。）を行うものとする。 

 ２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同様の評価

及び整理を実施したときは、指定就労選択支援事業者は、当該同様の評価及

び整理をもって、アセスメントの実施に代えることができる。この場合にお

いて、指定就労選択支援事業者は、次項の規定による会議の開催、アセスメ

ントの結果の作成又は指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連

絡調整に当たり、当該障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し、

当該会議への参加その他の必要な協力を求めることができる。 

３ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者

及び市町村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関

の担当者等を招集して会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認する

とともに、当該担当者等に意見を求めるものとする。 

 ４ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該

結果に係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければな

らない。 

（関係機関との連絡調整等の実施） 

第161条の８ 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、必

要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機

関との連絡調整を行わなければならない。 

２ 指定就労選択支援事業者は、法第89条の３第１項に規定する協議会への定

期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係

る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利

用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。 

 （準用） 

第161条の９ 第10条から第21条まで、第24条、第29条、第34条の２、第36条
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の２から第42条まで、第59条、第62条、第68条、第70条から第72条まで、第

76条、第77条、第86条、第87条、第88条から第94条まで、第146条及び第157

条の２の規定は、指定就労選択支援の事業について準用する。この場合にお

いて、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第161条の９において準用す

る第91条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第161条の９に

おいて準用する第146条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあ

るのは「第161条の９において準用する第146条第２項」と、第59条第１項中

「次条第１項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応

じて」とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」と、第91条中「第94条

第１項」とあるのは「第161条の９において準用する第94条第１項」と、第

94条第１項中「前条」とあるのは「第161条の９において準用する前条」

と、第157条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける

者及び市長が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（市長が定

める者に限る。以下この項において同じ。）」と、同条第２項中「支給決定

障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び市長が定める者を除く。）」と

あるのは「支給決定障害者（市長が定める者を除く。）」と読み替えるもの

とする。 

 第171条の次に次の１条を加える。 

 （就労選択支援に関する情報提供） 

第171条の２ 指定就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援

を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとす

る。 

 第185条中「及び第171条」を「、第171条及び第171条の２」に改める。 

 第190条及び第194条中「第147条」の次に「、第171条の２」を加える。 

  

（いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第３条 いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

24年いわき市条例第61号）の一部を次のように改正する。 
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第２条中「指導」の次に「又は支援」を加える。 

 

（いわき市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部改正） 

第４条 いわき市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成24年いわき市条例第65号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条に次の２項を加える。 

４ 指定障害者支援施設等は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に

配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を

定期的に確認するとともに、法第77条第３項各号に掲げる事業を行う者又は

一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利

用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならな

い。 

５ 指定障害者支援施設等は、利用者の当該指定障害者支援施設等以外におけ

る指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己

決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該指定障害者支援

施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に

確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつ

つ、必要な援助を行わなければならない。 

第５条第１項第１号イ並びに同項第２号ア及びウ中「又は作業療法士」を

「、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。 

第24条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項

を加える。 

２ 指定障害者支援施設等は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。 

  第25条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意

思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、サービス管理責任者は、第26条の３第１項の地域移行

等意向確認担当者（以下「地域移行等意向確認担当者」という。）が把握し
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た利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。 

第25条第10項中「第７項」を「第８項」に、「第８項」を「第９項」に改

め、同項を同条第11項とし、同条中第９項を第10項とし、第８項を第９項と

し、同条第７項中「利用者」の次に「及び当該利用者に対して指定計画相談支

援を行う者」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項」を「第

５項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「会議（」の次に「利用

者及び当該」を、「担当者等」の次に「（地域移行等意向確認担当者を含

む。）」を、「開催し」の次に「、当該利用者の生活に対する意向等を改めて

確認するとともに」を加え、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第５項と

し、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を

決定することに困難を抱えるときは、適切に意思決定の支援を行うため、当

該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければな

らない。 

  第26条に次の１項を加える。 

 ２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱えるとき

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

  第26条の次に次の２条を加える。 

（地域との連携等） 

第26条の２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっ

ては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流を図らなければならない。 

 ２  指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利

用者及びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見

を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）（以下この条において「地

域連携推進会議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携

推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要
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望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほ

か、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援

施設等を見学する機会を設けなければならない。 

 ４ 指定障害者支援施設等は、第２項の報告、要望、助言等についての記録を

作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

５ 前３項の規定は、指定障害者支援施設等がその提供する施設障害福祉サー

ビスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれ

に準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。 

  （地域移行等意向確認担当者の選任等） 

 第26条の３ 指定障害者支援施設等は、利用者の地域生活への移行に関する意

向の把握、利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サ

ービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該指定障害者支援施設等以外に

おける指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認（以下こ

の条において「地域移行等意向確認等」という。）を適切に行うため、地域

移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当

者を選任しなければならない。 

 ２ 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等意向確認

等を実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握又は確

認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容を第25条第

６項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しなけれ

ばならない。 

３ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第

77条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相

談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利

用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなけれ

ばならない。 

  第49条に次の２項を加える。 

 ３ 指定障害者支援施設等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第２種協定指
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定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条

第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次

項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなら

ない。 

 ４ 指定障害者支援施設等は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である

場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生

時等の対応について協議を行わなければならない。 

  第56条を次のように改める。 

 第56条 削除 

  

（いわき市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第５条 いわき市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成24年いわき市条例第66号）の一部を次のように改正する。 

 

                               「第５章  

目次中「第５章 自立訓練（生活訓練）（第56条―第60条）」を 第５章の 

自立訓練（生活訓練）（第56条―第60条） 

２ 就労選択支援（第60条の２―第60条の８）」に改める。 

 第２条第２項第２号中「、医療型児童発達支援（同条第３項に規定する医療

型児童発達支援をいう。）の事業」を削り、「同条第４項」を「同条第３項」

に、「同条第５項」を「同条第４項」に、「同条第６項」を「同条第５項」に

改める。 

第３条第１項中「次章から第８章まで」を「次章から第５章まで及び第６章

から第８章まで」に改める。 

 第16条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項

を加える。 

２ 療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならな
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い。 

第17条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意

思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同条第10項中「第７項」を「第８項」

に、「第８項」を「第９項」に改め、同項を同条第11項とし、同条中第９項を

第10項とし、第８項を第９項とし、同条第７項中「利用者」の次に「及び当該

利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援

（児童福祉法第24条の26第２項に規定する指定障害児相談支援をいう。）を行

う者（以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。）」を加

え、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項」を「第５項」に改め、同

項を同条第７項とし、同条第５項中「会議（」の次に「利用者及び当該」を、

「開催し」の次に「、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとと

もに」を加え、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第５項とし、第３項を

第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を

決定することに困難を抱えるときは、適切に意思決定の支援を行うため、当

該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければな

らない。 

 第18条に次の１項を加える。 

２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱えるとき

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

第39条第１項第３号中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚

士」に改める。 

第50条中「第18条」を「第18条第１項」に改める。 

第52条第１項第２号中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚

士」に改める。 

 第54条第１項中「第65条第１項」を「第61条の２」に改める。 

第55条及び第60条中「同条第８項」を「同条第９項」に、「第18条」を「第

18条第１項」に改める。 
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第５章の次に次の１章を加える。 

    第５章の２ 就労選択支援 

  （基本方針） 

 第60条の２ 就労選択支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、施行規則第６条の７の２に規定する者につき、短

期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知

識及び能力の評価並びに施行規則第６条の７の３に規定する事項の整理を行

い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、施行規則第

６条の７の４に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければな

らない。 

（規模の基準） 

第60条の３ 就労選択支援の事業を行う者（以下「就労選択支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「就労選択支援事業所」という。）

は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければ

ならない。 

 （職員の配置の基準） 

第60条の４ 就労選択支援事業所には、次に掲げる職員を置かなければならな

い。 

 ⑴ 管理者 

 ⑵ 就労選択支援員（就労選択支援の提供に当たる者として市長が定めるも

のをいう。） 

２ 前項各号に掲げる職員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。 

 （実施主体） 

第60条の５ 就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指

定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に当該事業者の事業所の

３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと

同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有する事業者でなければな

らない。 

 （評価及び整理の実施） 

第60条の６ 就労選択支援事業者は、短期間の生産活動その他の活動の機会を
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通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに施行規則第６条の７

の３に規定する事項の整理（以下この節において「アセスメント」とい

う。）を行うものとする。 

２ 障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同様の評価

及び整理を実施したときは、就労選択支援事業者は、当該同様の評価及び整

理をもって、アセスメントの実施に代えることができる。この場合におい

て、就労選択支援事業者は、次項の規定による会議の開催、アセスメントの

結果の作成又は指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整

に当たり、当該障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該会

議への参加その他の必要な協力を求めることができる。 

３ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び

市町村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担

当者等を招集して会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとと

もに、当該担当者等に意見を求めるものとする。 

４ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該結果

に係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならな

い。 

（関係機関との連絡調整等の実施） 

第60条の７ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、必要に応

じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との

連絡調整を行わなければならない。 

２ 就労選択支援事業者は、法第89条の３第１項に規定する協議会への定期的

な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社

会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者

に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。 

（準用） 

第60条の８ 第８条、第９条、第13条から第16条まで、第19条、第24条から第

26条まで、第28条から第32条の２まで、第34条から第36条まで、第38条、第

41条、第43条、第44条及び第45条から第49条までの規定は、就労選択支援の
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事業について準用する。この場合において、第16条第１項中「次条第１項に

規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて」とあるの

は「利用者の心身の状況等に応じて」と読み替えるものとする。 

第61条の次に次の１条を加える。 

 （規模の基準） 

第61条の２ 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）

は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければ

ならない。 

第63条第１項中「就労移行支援の事業を行う事業所（以下「就労移行支援事

業所」という。）」を「就労移行支援事業所」に改める。 

第64条の２中「（次条第１項に規定する就労移行支援事業者をいう。）」を

削る。 

第65条第１項中「就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業

者」という。）」を「就労移行支援事業者」に改める。 

第68条の次に次の１条を加える。 

 （就労選択支援に関する情報提供） 

第68条の２ 就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う

者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。 

第69条中「第34条から第38条まで」を「第34条から第36条まで、第38条」

に、「同条第８項」を「同条第９項」に、「第18条」を「第18条第１項」に改

め、「、第37条ただし書中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業

所（認定就労移行支援事業所を除く。）」と」を削る。 

第84条中「及び第53条」を「、第53条及び第68条の２」に、「第18条」を

「第18条第１項」に改める。 

第87条中「第53条」の次に「、第68条の２」を加え、「第18条」を「第18条

第１項」に改める。 

第88条第１項中「、指定医療型児童発達支援（同条例第67条に規定する指定

医療型児童発達支援をいう。）の事業」を削る。 
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（いわき市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第６条 いわき市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成24年いわき市条例第69号）の一部を次のように改正する。 

   

  第３条に次の２項を加える。 

４ 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮し

つつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的

に確認するとともに、法第77条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相

談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の

希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。 

５ 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福

祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及

び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以外における

指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支

援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わ

なければならない。 

  第11条第２項第２号及び同条第３項第１号中「又は作業療法士」を「、作業

療法士又は言語聴覚士」に改める。 

  第18条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項

を加える。 

 ２ 障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならな

い。 

第19条第２項中「行い」を「行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意

思決定の支援に配慮しつつ」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、サービス管理責任者は、第20条の３第１項の地域移行

等意向確認担当者（以下「地域移行等意向確認担当者」という。）が把握し

た利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。 

第19条第10項中「第７項」を「第８項」に、「第８項」を「第９項」に改
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め、同項を同条第11項とし、同条中第９項を第10項とし、第８項を第９項と

し、同条第７項中「利用者」の次に「及び当該利用者に対して指定計画相談支

援を行う者」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項」を「第

５項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「会議（」の次に「利用

者及び当該」を、「担当者等」の次に「（地域移行等意向確認担当者を含

む。）」を、「開催し」の次に「、当該利用者の生活に対する意向等を改めて

確認するとともに」を加え、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第５項と

し、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を

決定することに困難を抱えるときは、適切に意思決定の支援を行うため、当

該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければな

らない。 

  第20条に次の１項を加える。 

 ２ サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊

重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱えるとき

は、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならな

い。 

  第20条の次に次の２条を加える。 

（地域との連携等） 

第20条の２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、

地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流

を図らなければならない。 

２ 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及

びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有す

る者並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）（以下この条において「地域連携

推進会議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会

議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言

等を聴く機会を設けなければならない。 

３ 障害者支援施設は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、おお
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むね１年に１回以上、地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学す

る機会を設けなければならない。 

４ 障害者支援施設は、第２項の報告、要望、助言等についての記録を作成す

るとともに、当該記録を公表しなければならない。 

５ 前３項の規定は、障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービスの

質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ず

る措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用しない。 

（地域移行等意向確認担当者の選任等） 

第20条の３ 障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する意向の把

握、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利

用状況等の把握及び利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉

サービス等の利用に関する意向の定期的な確認（以下この条において「地域

移行等意向確認等」という。）を適切に行うため、地域移行等意向確認等に

関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなければ

ならない。 

２ 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等意向確認

等を実施し、アセスメントの際に地域移行等意向確認等において把握又は確

認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容を第19条第

６項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しなけれ

ばならない。 

３ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第

77条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相

談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービスの体験的な利

用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなけれ

ばならない。 

  第40条に次の２項を加える。 

３ 障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第２種協定指定医療

機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興

感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に
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規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項におい

て同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 障害者支援施設は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である場合に

おいては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。 

  第44条を次のように改める。 

第44条 削除 

 

（いわき市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例） 

第７条 いわき市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例（令和元年いわき市条例第41号）の一部を次のように改正する。 

 

「第３章 医療型児童発達支援 

第１節 基本方針（第67条） 

第２節 人員に関する基準（第68条・第69条） 

第３節 設備に関する基準（第70条） 

目次中  第４節 運営に関する基準（第71条―第77条）」を「第３章 削

除」に改める。 

第２条第３号中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事

業者」に改め、同条第５号中「、第67条に規定する指定医療型児童発達支援の

事業」を削る。 

第３条（見出しを含む。）中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害

児通所支援事業者」に改める。 

第５条中「指導及び訓練」を「支援をし、又はこれに併せて治療（上肢、下

肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。以下同

じ。）」に改める。 

第６条第１項第１号中「福島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成24年福島県条例第87号）第28条第６項」を「児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）第21条第６項」に改
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め、同項第２号中「福島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める

条例第68条第１項」を「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第49条第１

項」に改める。 

第７条第４項を削り、同条第３項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同

条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前２項に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、治療を

行うときは、医療法（昭和23年法律第205号）に規定する診療所として必要

とされる数の従業者を置かなければならない。 

第７条第５項を削り、同条第６項中「第３項」を「前項」に改め、同項を同

条第５項とし、同条第７項を削り、同条第８項中「、第４項第１号」を削り、

「前項」を「次項」に改め、同項を同条第６項とし、同項の次に次の２項を加

える。 

７ 第１項（第１号を除く。）、第２項及び第４項に規定する従業者は、専ら

当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単

位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。

ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第１項第３号の栄養士及び同項

第４号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事

させることができる。 

８ 第３項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従

事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、

障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施

設の職務に従事させることができる。 

第７条第９項中「第７項」を「前２項」に改める。 

第８条ただし書中「同一敷地内にある他の」を「当該指定児童発達支援事業

所以外の」に改める。 

第10条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同条第２項中「指

導訓練室は、訓練」を「発達支援室は、支援」に改める。 

第11条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、「以下この項にお

いて同じ。」を削り、「及び便所」を「、便所、静養室」に改め、同項ただし

書を削り、同条第３項を削り、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同
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項ただし書を削り、同項第１号ア及びイ以外の部分を次のように改める。 

⑴ 発達支援室 

第11条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定児童発達支援事業所において、治療を行うときは、前項に規定する設

備（医務室を除く。）に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備

を設けなければならない。 

第11条第４項中「前項」を「第２項」に改め、同項ただし書中「場合は」の

次に「、同項に掲げる場合を除き」を加える。 

第12条中「通わせる指定児童発達支援事業所」の次に「（児童発達支援セン

ターであるものを除く。）」を加える。 

第24条第２項中「当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額」を

「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の２

号を加える。 

⑴ 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指定通所支

援費用基準額 

⑵ 治療を行う場合 前号に掲げる額のほか、当該指定児童発達支援のうち

肢体不自由児通所医療（食事療養（健康保険法（大正11年法律第70号）第

63条第２項第１号に規定する食事療養をいう。）を除く。以下同じ。）に

係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算

定した費用の額 

第25条中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」

に改める。 

第26条第１項中「障害児通所給付費の支給」を「障害児通所給付費又は肢体

不自由児通所医療費の支給」に、「障害児通所給付費の額」を「障害児通所給

付費及び肢体不自由児通所医療費の額」に改める。 

第27条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（児童発達支援の取扱方

針）」を付し、同条第１項中「次条第１項」を「第28条第１項」に改め、同条

第５項中「前項の評価及び改善の内容を」を「自己評価及び保護者評価並びに

前項に規定する改善の内容を保護者に示すとともに、」に改め、同項を同条第

７項とし、同条第４項中「自ら評価」を「指定児童発達支援事業所の従業者に
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よる評価を受けた上で、自ら評価（以下この条において「自己評価」とい

う。）」に、「保護者による評価」を「通所給付決定保護者（以下この条にお

いて「保護者」という。）による評価（以下この条において「保護者評価」と

いう）」に改め、同項を同条第６項とし、同条中第３項を第５項とし、第２項

を第３項とし、同項の次に次の１項を加える。 

４ 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏

まえた指定児童発達支援（治療に係る部分を除く。以下この条及び次条にお

いて同じ。）の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及び

その改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、

心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。 

第27条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重

するための配慮をしなければならない。 

 第27条の次に次の２条を加える。 

第27条の２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指 

定児童発達支援プログラム（前条第４項に規定する領域との関連性を明確に

した指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。）を策定し、インターネ

ットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

（障害児の地域社会への参加及び包摂の推進） 

第27条の３ 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用す

ることにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにする

ことで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害

児の地域社会への参加及び包摂（以下「インクルージョン」という。）の推

進に努めなければならない。 

第28条第２項中「行い、」を「行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度

に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身と

もに健やかに育成されるよう」に改め、同条第４項中「課題、」の次に「第27

条第４項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた」

を加え、同条第５項中「当たっては」の次に「、障害児の意見が尊重され、そ

- 75 -



の最善の利益を優先して考慮される体制を確保した上で」を加え、同条第７項

中「通所給付決定保護者」の次に「及び当該通所給付決定保護者に対して指定

障害児相談支援を提供する者」を加える。 

第29条に次の１項を加える。 

２ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保

護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。 

第31条（見出しを含む）中「指導、訓練等」を「支援」に改める。 

第36条中「特例障害児通所給付費」の次に「又は肢体不自由児通所医療費」

を加える。 

 第40条中「指導訓練室」を「発達支援室」に改める。 

 第41条の２第３項中「保護者」を「通所給付決定保護者」に改める。 

第 43条中「指定児童発達支援事業者」の次に「（治療を行うものを除

く。）」を加える。 

第50条第１項中「第５条第18項」を「第５条第19項」に改める。 

第61条第１項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同条第２項中「指導訓

練」を「発達支援」に、「、訓練」を「、支援」に改める。 

第３章を次のように改める。 

第３章 削除 

第67条から第77条まで 削除 

第78条中「必要な訓練」を「必要な支援」に、「指導及び訓練」を「支援」

に改める。 

第81条第１項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同条第２項中「指

導訓練室は、訓練」を「発達支援室は、支援」に改める。 

第87条第１項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同条第２項中「指導訓

練」を「発達支援」に、「、訓練」を「、支援」に改める。 

第91条第２項中「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に、「の指導、知

識技能の付与」を「及び知識技能の習得」に、「必要な訓練」を「必要な支

援」に、「訓練等」を「支援」に、「）を行い、及び」を「）を行い、並び

に」に、「又は職業教育」を「若しくは職業教育」に改める。 
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第 97条中「第４項及び第５項を除く。）」を「第６項及び第７項を除

く。）、第27条の２」に、「第48条、第50条、第51条」を「第48条から第51条

まで」に、「、第53条から第55条まで及び第76条」を「及び第53条から第55条

まで」に改め、「居宅訪問型児童発達支援計画」と」の次に「、第28条第４項

中「第27条第４項に規定する領域との関連性及びインクルージョンの観点を踏

まえた」とあるのは「第27条第４項に規定する領域との関連性を踏まえた」

と、第49条第１項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなけ

ればならない」と」を加える。 

第102条中「及び第５項」を削り、「除く。）」の次に「、第27条の３」を

加え、「第48条、第50条、第51条」を「第48条から第51条まで」に改め、「、

第76条」を削り、「第44条第１項」を「第27条第６項中「を受けて」とあるの

は「及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行

うに当たって訪問する施設（以下「訪問先施設」という。）による評価（以下

「訪問先施設評価」という。）を受けて」と、同項第５号中「障害児及びその

保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条

第７項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び

訪問先施設評価」と、「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に

示す」と、第28条第４項中「第27条第４項に規定する領域との関連性及びイン

クルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョンの観点を踏ま

えた」と、同条第５項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児に係

る訪問先施設の担当者等」と、第44条第１項」に改め、「体制」と」の次に

「、第49条第１項中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなけ

ればならない」と」を加える。 

第103条第１項中「第３項及び第６項を除く。）、第68条」を「第４項及び

第５項を除く。）」に、「第４項」を「第３項」に、「同項第１号中「指定児

童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第５項中「指定児童発達支

援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第７項」を「同条第６項」

に、「同条第８項」を「同条第７項」に、「第68条第１項中「事業所（以下

「指定医療型児童発達支援事業所」という。）」とあり、並びに同条第２項及

び第３項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」
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を「同条第８項中「当該指定児童発達支援事業所」とあるのは「当該多機能型

事業所」に改める。 

第105条第１項中「、第71条」を削り、同条第２項中「、第71条」を削り、

「、指定医療型児童発達支援又は」を「又は」に改め、「、指定医療型児童発

達支援の事業」を削り、同条第３項及び第４項中「、第71条」を削る。 

第105条の２第１項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所

支援事業者」に改め、「、第77条」を削り、同条第２項中「指定障害児通所支

援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定並びに

第５条中いわき市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例目次の改正規定、第３条第１項の改正規定、第５章の次に１章を加える改

正規定、第68条の次に１条を加える改正規定、第84条の改正規定（「第18条」

を「第18条第１項」に改める部分を除く。）及び第87条の改正規定（「第18

条」を「第18条第１項」に改める部分を除く。）並びに第７条中いわき市指定

通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第50条第

１項の改正規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第104号）附則第１条第４号に掲

げる規定の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月31日まで

の間、第１条の規定による改正後のいわき市指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定障害福祉サー

ビス等基準条例」という。）第198条の７（新指定障害福祉サービス等基準条

例第201条の22において準用する場合を含む。）及び第201条の10、第４条の規

定による改正後のいわき市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例（以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。）第26

条の２、第６条の規定による改正後のいわき市障害者支援施設の設備及び運営
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に関する基準を定める条例（以下「新障害者支援施設基準条例」という。）第

20条の２並びに第７条の規定による改正後のいわき市指定通所支援の事業等の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定通所支援等基

準条例」という。）第27条の２（新指定通所支援等基準条例第59条、第63条、

第84条、第85条、第89条及び第97条において準用する場合を含む。）の規定の

適用については、これらの規定中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努

めなければ」と、「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなけれ

ば」とする。 

３ 施行日から令和８年３月31日までの間、新指定障害者支援施設基準条例第26

条の３及び新障害者支援施設基準条例第20条の３の規定の適用については、こ

れらの規定中「選任しなければ」とあるのは「選任するよう努めなければ」

と、「報告しなければ」とあるのは「報告するよう努めなければ」とする。 

４ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第66号。以下「一部改正

法」という。）附則第４条第１項の規定により一部改正法第２条の規定による

改正後の児童福祉法（以下「新児童福祉法」という。）第21条の５の３第１項

の指定を受けたものとみなされている者については、新指定通所支援等基準条

例第７条の規定にかかわらず、令和９年３月31日までの間、なお従前の例によ

ることができる。 

５ 一部改正法附則第４条第１項の規定により新児童福祉法第21条の５の３第１

項の指定を受けたものとみなされている者については、新指定通所支援等基準

条例第11条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができ

る。 

６ この条例の施行の際現に指定を受けている第７条の規定による改正前のいわ

き市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（以下「旧指定通所支援等基準条例」という。）第７条第４項に規定する主と

して難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第５項に規定する主と

して重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、新指定通

所支援等基準条例第７条及び第12条の規定にかかわらず、令和９年３月31日ま

での間、なお従前の例によることができる。 

７ この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援等基準条例第７条
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第４項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条

第５項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所

については、新指定通所支援等基準条例第11条の規定にかかわらず、当分の

間、なお従前の例によることができる。 
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報告第４号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき、議会から

指定されている事項について次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

  令和６年３月７日提出 

 

 

いわき市長 内 田 広 之  

 

 

１ 損 害 賠 償 額 金154,616円 

２ 事 由 令和６年１月25日、いわき市平北白土字宮田４番地にお

いて市営住宅の雨樋が落下したことにより発生した物損

事故 

３ 相 手 方  

 

 氏 

４ 専決処分年月日 令和６年２月５日 
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